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はじめに

旭川市は，現在，671 の公共建築物（延床面積約 118 万㎡）を保有しており，市民一人当たりの保

有床面積は，中核市の中でも平均的な水準にありますが，今後，さらに人口減少・少子高齢化の進行

が見込まれることや，建築後の年数の経過等により建物に関する修繕や維持管理コストの増加が生

じるため，これらの変化に対応した取組を進めることが必要です。

そのような状況を踏まえ，平成 27 年 4 月に，本市の現状や公共建築物の将来にわたっての見通し

や課題を把握・分析するため「旭川市公共施設白書」を作成し，さらに，平成 28 年 2 月に，公共施

設等の総合的かつ計画的な管理を推進するため，旭川市公共施設等総合管理計画（以下「管理計画」

という。）を策定しました。

管理計画では，施設保有量の最適化，施設の適切な維持管理，コストの抑制と財源確保，推進体制

とマネジメントサイクルの構築の 4 つの基本方針を設定し，平成 28 年度から令和 21 年度までの期

間において，関連する取組を進めることとしています。

現在，4 つの基本方針を進めるための具体的な取組内容を整理するものとして，管理計画の期間を

3 期に分けた第 1 期アクションプログラムを策定し，地域集会施設の活用に関する取組などを進めて

います。

第 1 期アクションプログラムは，本編（平成 30 年 3 月策定），施設再編計画（平成 31 年 2 月策

定），施設保全計画（平成 31 年 3 月策定）の 3 つの内容から構成されており，令和元（平成 31）年

度から令和 9 年度までを期間としています。

本書（以下「白書」という。）は，公共建築物に関する現状についてお示しし，課題認識の共有化

を図るための取組として，平成 31 年 4 月 1 日現在の公共建築物の状況と施策についてまとめたもの

です。

是非，この白書を通じて，普段ご利用されている，あるいは，地域にとって身近な公共建築物につ

いて，関心を深め，その将来像を考えるきっかけとしていただければ，幸いに存じます。
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■対象施設について

・本書で扱う公共施設の対象は，道路及び橋りょうといった土木系公共施設と，企業会計施設

に属する市立旭川病院，上下水道施設を除いた公共建築物としています。

・施設単位については，原則として施設機能に従って，分類・整理しています。

そのため，例えば，神楽市民交流センター，永山市民交流センターなどの複合施設は 1 つの

建物で構成されていますが，建物内の機能別に複数の施設としています。

逆に，学校，市営住宅などの公共建築物は，複数の建物で構成されていますが，全体として

一つの機能を果たしていることから，一つの施設としています。

■掲載データについて

・分類される用途名については，総務省のホームページで公開されている「公共施設更新費用

試算ソフト」の分類に基づいています。

・特記がない限り平成 31 年 4 月 1 日現在での状況を整理しています。

・人口については，平成 31 年 4 月 1 日現在の旭川市住民基本台帳によるものです。

・端数処理をしているため，合計が合わない場合があります。


